
開催日時

開催場所

 地域づくり推進員  松本　衆司

 地域づくり委員
 安達委員、角谷委員、舘委員、松下委員、

 千代谷委員、濱野委員、石川委員、斉藤委員

 参考人  留萌保健所健康推進課　犬飼課長

 事務局
 小野地域づくりコーディネーター（支援員）

 社会福祉課　金田課長、吉澤

 生活困窮に関わる事例でも基幹相談支援センターに相談することは可能か。

 →自立相談支援や生活困窮者世帯の子どもの学習支援、生活支援を行っており、

・合理的配慮に関して、具体的な例や基礎的環境整備について説明

 議題3 質疑応答

出 席 者

議　 題

議事要旨

 議題１　事務局から説明

権利擁護）について概要説明

・虐待に関して、DVなどの観点から説明。

・北海道障がい者条例の3つの柱（地域づくりの推進、障がい者に対する就労の支援、

 ２ 障がいの理解と合理的配慮

・地域相談員の種類と役割について説明

・障害者虐待防止法について概要説明

 議題２ 地域づくりコーディネーター小野尚志氏により講話

・子ども達を取り巻く環境について、貧困の様子や児童虐待の状況についてデータを

もとに説明。

 対応できます。また、貸付事業を紹介するなども可能です。

令和元年度(2019年度) 第１回 留萌圏域障がい者が暮らしやすい地域づくり委員会 議事概要

令和2年(2020年)7月29日(水)　13:30～15:30

 留萌合同庁舎　２階講堂

 １ 北海道障がい者条例の取組及び障がい者に関連する法律の概要等について

 3  質疑応答


